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Óëîæåíèå öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à 1649 ãîäà 

 Ïåðåâîä íà ÿïîíñêèé  ÿçûê ñ êîììåíòàðèÿìè 
            (Ïðîäîëæåíèå) 

 È÷èðî  Êàòî

 Óëîæåíèå öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à 1649 ãîäà, ïðèíÿòîå Çåìñêèì ñîáîðîì ïðè öàðå 

Àëåêñåå Ìèõàéëîâè÷å, ÿâëÿåòñÿ  ïåðâû  ì  â èñòîðèè Ðîññèè  ñèñòåìàòèåèðîâàííûì çàêîíîì. Â 

íåì ðàññìàòðèâàíû  ðàçëè÷íûå  âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ è ãðàæäàíñêèõ äåë, à òàêæå  âîïðîñû 

ïîðÿäêè  ñóäîïðîèçâîäñòâà. Â Óëîæåíèè âñåãî 25  ãëàâ, 967  ñòàòåé.  Çäåñü ÿ ïðîáîâàë  ïåðåâåñòè 

îäèííàäöàòóþ ãëàâó  "Ñóä î êðåñòüÿíåõ", äâåíàäöàòóþ ãëàâó  "Î ñóäå  ïàòðèàðøèõ ïðèêàçíûõ, è 

 äâîðîâûõ âñÿêèõ ëþäåé è êðåñòüÿí", òðèíàäöàòóþ ãëàâó  "Î  ìîíàñòûðñêîì ïðèêàçå" íà 

 ÿïîíñêèé,  ÿçûê ñ êîììåíòàðèÿìè.

は じめに

1649年法典は以下の25章 で構成されている.

(1)漬神者の教会秩序違反者について

(2)君主の名誉について,君 主の安全 を守る方法について

(3)君主の宮廷について,君 主の宮廷で誰からもどんな不作法 も雑言 もあ りえないようにする

ため

(4)文書を偽造する文書偽造者について

(5)貨幣を不法に鋳造した貨幣職人について(以 上本紀要第21集)

(6)他国への通行証書について

(7)モスクワ国家の全ての軍人の勤務について

(8)捕虜の買い戻 しについて

(9)取引税 ・河川通行税 ・通橋税について(以 上本紀要第22集)

(1①裁判について(こ の章未訳)

(11)農民についての裁判
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⑫総主教の官庁と屋敷の全ての人々と農民の裁判について

(13)修道院庁について(以 上本号)

(④十字架宣誓について

(15)終了事件について

(16)知行地について

(1の世襲地について

(1　)印紙税について

(19)ポサー ト民について

(20)ホロープ裁判について

(21)強盗 ・窃盗事件について

(22)どのような犯罪に死刑を科 し,ど のような犯罪には死刑ではなく処罰を科すべ きかの指示

(23)銃兵について.

㈲アタマ ンとカザークについての指示

(25)密売についての指示

テ キ ス ト と し て 使 用 し た の は,　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一 　 　 .ToM3.　 　　　　　　　

　　　)　　　　　 1649　 　　　,M.,1985.お よ びCo60pHoey皿o)　 　　　　 1649r叩a,　 　　　　 　　　 　　　　　　　　,

∫L,1987.で あ る.

第11章 農民についての裁判1

【評注】(1)この第11章 は,1649年 法典の中でももっとも重要な内容を含む章 とされて きた.と

いうのも,こ の章は,冒 頭の第1条,第2条 に見ることができるように,逃 亡農民の捜索期限

を廃止することによって,農 民の土地への緊縛化=農 奴化を法制的に最終的に完成 させたと見

なされているからである.

全34条

く第1条 》君主の帝室の村,国 租負担郷から逃亡 し,総 主教,府 主教,大 主教,主 教,修 道院,

大貴族,宮 廷官,参 議官,側 近官,大 膳官,調 膳官,モ スクワ士族,書 記官,ジ リツイ,地 方

都市士族,大 貴族の息子,外 国人,あ らゆる世襲地領主,知 行地領主君主の もとで生活してお

り,134年 のモスクワの大火1のあとに書記が知行地庁その他の官庁に提出した課税台帳2の中

に自分自身か自分の父が君主のもとにいると記載されている君主の帝室の村,国 租負担郷の逃

亡農民と逃亡水呑み百姓3は,探 索されて,捜 査期限年4な く,課 税台帳にしたがってその妻子

と財産とともに,君 主の帝室の村,国 租負担郷の以前の割 り当て地5に引 き渡されるべ きであ

る.

【評注】(1)1626年のモスクワ大火.ク レムリンとキタイ ・ゴーロ トの一部を焼 き,知 行地庁な

どの多数の官庁が焼失した.知 行地 ・世襲地 ・農民の処理に関する文書が失われた.

(2)　 　　　　　　　　　　　　 都市 と郡の課税世帯と課税額 を記載 した文書.こ こでは1626年 の課税

台帳を指 している.ま た,デ ミドヴァはこの課税台帳一般についてこうまとめている.「15-

17世紀にロシアで組織的に編集された.現 存するもっとも古い課税台帳は15世紀末のノーヴゴ

ロ トの課税台帳である.16世 紀からは定期的に編集され,そ のときにこの名で呼ばれるように

なった.最 後のものは1684-1685年 に作成されたが,未 完了である.課 税台帳は土地への課税
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の基礎となった.そ れは次第に,領 主的土地所有の強化 と農民の緊縛化の手段となった.1581

年に編集が開始されて1592-1593年 に終了 した課税台帳は,農 民がどの領主に帰属するのかを

決定する基本文書となった.課 税台帳は政府によってモスクワから地方に派遣された書記 と書

記官補で構成される特別委員会の作業に基づいて編集された.一 般的に,記 述の対象 となった

のは,都 市と周辺の都であるが,大 きな郡の一部 ,小 さな郡の一部も対象となることがあった.

記述の方式が完全 に一致しているわけではなかった.し か し,次 第に,課 税台帳の用語法や形

式は確固としたものになっていった.多 くの場合,課 税台帳は,台 帳の作成 に関する布告 と書

記への指示から始 まっていた.後 には,課 税台帳は,都 市(そ の砦,教 会,商 店,世 帯,住 民

など),郡,ス タン,郷 といった人口の多い地点についても作成された.小 さな町,村 は別々

に記述された.課 税台帳では,土 地の状態が詳 しく記述され,土 地は 「既耕地」,「施肥耕地」,
厂荒 された耕地」,お よび草刈地,森 林 に分けられた.各 領地の記述の最後に統計が出され,

ソハーに従った課税額についての情報が与えられた.課 税台帳の末尾には全体の統計が付 けら

れていた.課 税台帳は,地 方レヴェルで作成された 「黒書」 と,記 述の対象 となった地域 を管

轄する官庁に提出される 「白書」(最 終版)に 分かれていた.こ の著作の真実性は,各 頁 ごと

に書記が押した印章で保証されていた.課 税台帳は15-17世 紀のロシアの社会 ・経済史のもっ

とも貴重 な資料である.」 　　　,ToM.11,cTp.167.

(3)　 　　　　　免租されている零細農民.

(4)　　　　　　　　　　　逃亡農民の捜索期限期間.1597年 のフヨー ドル ・イヴァノヴィチ帝の布告

は,「7106年(1597年),ッ ァーリにして全ルーシの大公フヨードル ・イヴァノヴィチは次のよ

うに指示 した.農 民が,大 貴族,士 族,役 人,大 貴族の息子,全 ての人々のもとから,世 襲地,

知行地,総 主教の世襲地,府 主教の世襲地,主 教以上の聖職者の世襲地,修 道院の世襲地から

本106年 までの5年 間の間に逃亡 した場合,逃 亡中の逃亡農民,彼 らが逃亡先で生活 している

知行地領主,世 襲地領主,彼 らが逃亡してきた知行地領主,総 主教,府 主教,主 教以上の聖職

者,大 貴族の息子,修 道院の役人に対 して裁判を行い,十 分な審理をすべ きである.」 と述べ

ているように,逃 亡農民の捜索期限を5年 間とした.そ の後,こ の捜索期限は,農 民の逃亡に

よって,経 営的な被害を受けた士族層の圧力によって,17世 紀前半に次第に延長されていった.

(5)　　　　　　　

〈第2条 〉同様に,世 襲地領主や知行地領主が,自 分の逃亡農民,水 呑み百姓について君主に

嘆願 し,こ れらの農民と水呑み百姓は彼らのもとを逃亡 し,君 主の帝室の村,国 租負担郷 ,ポ

サー トのポサー ト民,銃 兵,カ ザーク,ザ モスコフスキーおよびウクライナの都市のなんらか

の勤務員,総 主教,府 主教,大 主教,主 教,修 道院,大 貴族,宮 廷官,参 議官,側 近官,大 膳

官,調 膳官,モ スクワ士族,書 記官,ジ リツイ,地 方都市士族,大 貴族の息子,外 国人,あ ら

ゆる世襲地領主,知 行地領主君主のもとで生活 していると述べた場合,こ れらの農民と水呑み

百姓は,134年 のモスクワの大火のあとに登録官が知行地庁その他の官庁に提出 した課税台帳

にしたがって審理と捜査の上で引き渡 されるべ きであ り,逃 亡農民か彼の父親が課税台帳に記

載されており,こ の課税台帳の後には,土 地分離目録書1か土地譲渡目録書2に農民かその子供

が記載されている場合,こ れらの農民を引 き渡すべきである.逃 亡農民 と水呑み百姓を逃亡か

ら,課 税台帳にしたがって,捜 索期限年なく,全 ての官等の人々に引き渡すべきである.

【評注】(1)　 　　　　　　　　　　　　　 皇帝の下賜や判決にしたがった農民付の土地の分離についての

証書

　



(2)　　　　　　　　　　　　　ある領主から別の領主への農民付の世襲地 ・知行地の一部の譲渡につい

ての証書

く第3条 》逃亡農民と水呑み百姓が審理 と捜査の上で誰かに引き渡される場合,こ の農民は,

妻子,全 ての財産,取 り入れられていない穀物,粉 にされた穀物とともに引 き渡 されるべ きで

ある.本 法典以前の過去の年月に,こ の農民が誰の所有であったかを指摘すべ きではない.こ

の農民が逃亡中に自分の娘,姉 妹,姪 を彼 らの生活 している世襲地領主と知行地領主の農民に

嫁がせるか,よ その町,村 の農民に嫁がせた場合,そ の責任をとがめるべ きではな く,こ の女

性達の夫を,彼 女達の以前の世襲地領主や知行地領主に引 き渡すべきではない.と いうのは,

本君主の布告以前には農民を受け入れることは禁止 されておらず.逃 亡農民の捜索期限年が指

摘されてお り,さ らに,登 録後多年に渡って,知 行地と世襲地の所有者が多 くの世襲地領主,

知行地領主に代わっているからである.

<第4条 》逃亡農民と水呑み百姓が引き渡される場合,こ れらの人々に関 して,君 主の帝室の

村,国 租負担郷の農民,水 呑み百姓,彼 らの財産に関して,役 人,世 襲地領主,知 行地領主は,

今後の争論に備えて,自 分達が署名した受領書1を持つべ きである.受 領書はモスクワと地方

都市では露天代書屋2に よって,露 天代書屋がいない町や村では別の町の世俗か教会の書記に

よって作成 されるべ きであ り,こ の受領書には自筆の署名がなされるべ きである.文 盲の人の

場合には,そ の人に代わって,自 分の聴聞司祭かその人が信頼する人に署名 させるべ きであ り,

司祭,書 記,そ の他の人々はこうした受領書を作成すべきではない.そ れは,受 領書が誰かの

手に入った り,そ れをめぐって今後争論が起こらないようにするためである.

【評注】(1)OT皿 　　

(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　 一種の公証人

く第5条 》農民および水呑み百姓の不在世帯あるいは世帯所在地が課税台帳の中で,あ る世襲

地領主 ・知行地領主のものであると記載されてお り,こ の農民および水呑み百姓世帯に関して,

課税台帳のなかに,こ の農民 と水呑み百姓は,課 税台帳の作成以前に逃亡していることが記載

されており,こ のとき以来この農民に関する嘆願がなされていない場合,こ の農民と水呑み百

姓の不在世帯および不在世帯所在地に関 して,審 理すべ きではない.そ れは,当 該の世襲地領

主,知 行地領主が自分の農民に関して,多 年に渡って君主に嘆願 していないからである.

〈第6条 〉逃亡農民と水呑み百姓が告訴によって審理と捜査の上で,課 税台帳に従って誰かの

もとから引き渡されるか,誰 かが裁判なしで法典にしたがって彼 らを引 き渡す場合,こ の農民

は,彼 らが逃亡中に生活 していた人々の嘆願にしたがって,誰 に引 き渡されるのか知行地庁に

登録されるべ きである.引 き渡された場合,引 き渡 し元の世襲地領主や知行地領主から,住 民

台帳1に したがった国租を徴収すべ きではなく,引 き渡し先の世襲地領主 と知行地領主から国

租を徴収すべきである.

【評注】(1)　　　　　　　　　　　　　　　男性住民 を記載 した文書.こ こでは1646-48年 の住民台帳を指

している.ま た,デ ミドヴァはこの住民台帳一般についてこうまとめている.「17-18世 紀の

ロシアの人口に関する情報を含んだ手稿.こ れが登場 したのは,経 営に関する記述から世帯に

関する記述へ と転換していった17世紀中頃である.17世 紀から18世紀初頭,住 民台帳は,チ ャ

グロ住民の全体的な人口調査(1646-48,1647-78,1710,1716)の 実施にあたって,な らび

に個々の地域や個々の範疇の農民(例 えば帝室農民)の 部分的な人口調査の実施にあたって作

成された.18世 紀の20年代,40年 代の住民台帳は人頭税の為の人口調査の結果を反映 していた.
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1646年 の住民台帳は財政的な目的のために作成されただけではな く,農 民を領主に緊縛し,逃

亡農民の捜索の実施のための情報を提供 した.し か し,政 府は1646年 の住民台帳を新 しい税金

を徴収するために利用 しはじめた.1676年 の住民台帳は,新 しい世帯税の土台 となり,1724年

に人頭税が採用されるまでは財政的な意義を保持 し続けた.ピ ョートル1世 の政府は1678年 の

住民台帳を新 しいものに更新 しようとしたが,1710年 の住民台帳が,課 税単位である世帯数の

激減を明らかにしていたために,失 敗した.18世 紀の20年代と40年代の住民台帳は,財 政的 目

的に利用された(そ の1つ は住民課税台帳 と呼ばれている).課 税台帳 とは異なって,住 民台

帳には土地の様子の記述はなく,そ の土地の産業や資源が記述されることも稀である.逆 に住

民 に関する情報は充実 している.17世 紀の住民台帳にチャグロ世帯が記載されるにあたっては,

年齢や課税額に関係なく,全 ての男性が記載 された.ま た18世紀初頭の住民台帳は,世 帯の女

性 に関する資料も記載 している.住 民台帳は世帯構成員の問の親族関係,家 族構成員の年齢を

記載し,課 税台帳には通常は記載されていない働 きに出かけている人々,小 作人,屋 敷裏の隷

属民その他の範疇の住民 も記載 している.住 民台帳には,逃 亡 も含む住民の移動に関する情報

も記載している.」　　　,ToM.11,cTp.26-27,

〈第7条 〉農民が告訴によって審理と捜査の上で,課 税台帳に従って,あ る世襲地領主の購入

された世襲地から引き渡 され,こ の世襲地領主は課税台帳以後に農民付で世襲地を購入 してお

り,農 民も購入文書1に記載 されている場合,こ の世襲地領主は,引 き渡した農民の代償 とし

て,販 売者の別の世襲地から同等の農民を全ての財産,取 り入れられていない穀物,粉 にされ

た穀物とともにとるべ きである.

【評注】(1)V　　　　　　

<第8条 》ある世襲地領主や知行地領主の農民と水呑み百姓に関して,過 去に裁判が行われ,

本君主の布告以前に,引 き渡 しの告訴が,全 ルーシの偉大なる君主にしてッァーリ故 ミハイー

ル ・フヨー ドロヴィチ大公の以前の布告で指示 された指定期限年1が きれてしまったことで拒

絶されている場合,こ の逃亡農民 と水呑み百姓は指定期限年の問生活 していた人々のもとで生

活すべきである.ま た,知 行地領主 と世襲地領主が,本 君主の布告以前に逃亡農民と水呑み百

姓に関 して友好的な取 り決め2を結んでお り,こ の友好的な取 り決めにしたがって,誰 かが 自

分の農民への権利を放棄 して誰かに譲渡 し,こ の件が証書によって確定された り,友 好的嘆願

書が提出されてお り,こ の件が本君主の布告以前に完了している場合,こ の件を再提出して,

再審理すべ きではない.

【評注】(1)　　　　　　　　　　　特定の布告によって指示 された逃亡農民の捜索期限.ミ ハイール ・

フヨードロヴィチ帝の1641年7月23日 の布告は10年 を捜索期限とした.

(2)　　　　　　　　　　　　　　　　

<第9条 》農民と水呑み百姓が154年 と155年の住民台帳に誰の所有であるか記載されており,

この住民台帳の作成の後に,住 民台帳に誰の所有であるか記載されている人のもとから逃亡 し

たか,今 後逃亡 した場合,こ の農民 と水呑み百姓,彼 らの兄弟,子 供,甥,孫 は妻子,全 ての

財産,取 り入れられていない穀物,粉 にされた穀物とともに,住 民台帳にしたがって,捜 索期

限年な く,逃 亡 してきた人のもとに引 き渡されるべきであ り,今 後は他人の農民を受け入れ,

自分のもとに確保すべきではない.

〈第10条〉誰かが,こ の君主の法典以後に,逃 亡農民 と水呑み百姓,彼 らの子供 と兄弟,甥 を

受 け入れ,自 分のもとに確保 し,世 襲地領主と知行地領主が 自分の農民 と水呑み百姓がこの者
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ともとにいることを発見 した場合,こ の農民は審理と捜査の上で,妻 子,全 ての財産,取 り入

れられていない穀物,粉 にされた穀物,土 地とともに,住 民台帳にしたがって,捜 索期限年な

く,彼 らに引き渡されるべ きである.農 民と水呑み百姓が,こ の君主の法典以後に逃亡して誰

かのもとで生活 している場合,こ の者か ら,国 租および知行地収入の代償として,農 民一人に

つ き一年10ル ーブリを徴収 し,こ の農民 と水呑み百姓の所有者である原告に与えるべきである.

〈第11条 〉誰かが逃亡農民 と水呑み百姓について君主に嘆願 し,課 税台帳にはこの農民とその

父親が原告のものであるのか,被 告の ものであるのか記載されておらず,154年 と155年の住民

台帳にはこの農民が原告のものであるか,被 告の ものであるか記載されている場合,こ の逃亡

農民 と水呑み百姓は,住 民台帳にしたが って,住 民台帳に記載されている者のもとに引き渡さ

れるべきである.

〈第12条〉農民の娘がこの君主の布告以後に世襲地や知行地から逃亡 し,逃 亡後に隷属民や農

民に嫁 ぐか,あ るいは,誰 かがこの君主布告以後に,農 民の娘をそそのかして,自 分の隷属民
1
,農 民,水 呑み百姓に嫁がせ,彼 女に逃亡された者が彼女の件について君主に嘆願 し,こ の

娘が逃亡 したこと,あ るいはそそのかされたことが審理 と捜査で立証された場合,こ の娘はそ

の夫 と子供とともに彼女に逃亡された者 に引 き渡 されるべ きであるが,夫 の財産は引き渡され

るべ きではない.

【評注】(1)　　　　　　　　　　　　・BeK

<第13条 》逃亡した娘が誰かの隷属民1や農民に再婚 という形で嫁 ぎ,彼 女の夫には前の妻 と

の問に子供がいる場合,こ の子供は原告に引き渡されるべ きではなく,彼 らがホロープとして

あるいは農民 として生まれた者のもとにおかれるべきである.

【評注】(1)　　　・BeK

〈第14条 〉原告が逃亡 した娘の盗んでいった物1の調査を提起 した場合,こ の件は裁判に委ね

られ,法 廷が裁定を下すべきである.

【評注】(1)CHoc

〈第15条 〉未亡人の農民女性が逃亡 し,彼 女の夫が,課 税台帳,土 地分離 目録書,証 書1その

他の文書 に農民,水 呑み百姓として記載 しており,こ の農民女性が逃亡後に別の隷属民,農 民

に嫁いでいる場合,こ の未亡人の農民女性はその最初の夫が課税台帳,住 民台帳,証 書その他

の文書に誰のものか記載されている知行地領主に,夫 ともに引き渡されるべ きである.

【評注】(1)　　　　・CTb

<第16条 》未亡人の最初の夫が,逃 亡 された者のものであるとは,課 税台帳,住 民台帳,そ の

他の文書に記載されていない場合,こ の未亡人は,彼 女が嫁いだ隷属民,農 民の所有者である

者のもとで生活させ るべ きである.

〈第17条〉農民と水呑み百姓が逃亡 し,逃 亡中に自分の娘や未亡人を逃亡先の者の隷属民,農

民,水 呑み百姓に嫁がせ,そ のあとで,こ の逃亡農民が審理の結果,妻 子 とともに逃亡 された

者に引き渡されることになった場合,彼 らが逃亡中に自分の娘を嫁がせた娘 ・姉妹の夫は,こ

の逃亡農民 と水呑み百姓とともに以前の知行地領主に引き渡されるべきである.こ の娘 ・姉妹

の夫と前の妻 との間に子供がいる場合,こ の子供達は嘆願者に引き渡されるべきではない.

<第18条 》逃亡農民と水呑み百姓が逃亡中に自分の娘 を,別 の知行地領主や世襲地領主の隷属

民,代 々の隷属民1,農 民,水 呑み百姓に嫁がせた場合,逃 亡中に嫁がせ られた農民の娘 は,

彼女の夫ともに原告に引き渡されるべ きである.
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【評注】(1)　　　　　　　　　　　　・　　　

〈第19条 〉知行地領主や世襲地領主が自分の知行地,世 襲地か ら,ま たは役人1,長 老が農民

の娘,未 亡人を別の人々,農 民に嫁がせる場合,今 後の争論に備えて,本 人か本人の父親か本

人の聴聞司祭が署名した放免証書2を この農民の娘,未 亡人に与えるべ きである.ま た,こ の

農民の娘の代償 として協約にしたがって支払い金 を取るべ きである.ま た,誰 がこの支払い金

を受け取ったかを,放 免証書に記載すべ きである.

【評注】(1)　　　　　　　　　

(2)　　　　　　　　　 ..

<第20条 》誰かの世襲地や知行地に人々がやってきて,自 分たちは自由であると称 し,農 民や

水呑み百姓 としてこの者のもとで生活することを願った場合,こ れらの人々の到来を受けた者

は,彼 らが自由な人々であるのか,ど こで生まれたのか,誰 のもとで生活していたのか,ど こ

からやってきたのか,彼 らは逃亡農民,水 呑み百姓ではないのか,彼 らは放免証書を持ってい

るかを質問すべきである.こ れらの者が放免証書を持っていない場合には,知 行地領主と世襲

地領主は彼 らが自由な人々であるかを調査 し,調 査 した上で,そ の年のうちに,彼 らをモスク

ワでは知行地庁のもとに,カ ザーンではカザーン人と周辺地域のカザーン人のもとに,ノ ーヴ

ゴロトではノーヴゴロト人と周辺地域のノーヴゴロ ト人の もとに,プ スコーフではプスコーフ

人と周辺地域のプスコーフ人のもとに連れてきて,登 録すべきである.知 行地庁,地 方都市に

あっては地方長官はこれらの自由な人々に同様な質問をし,彼 らの申し立てを記録するべ きで

ある.そ して,登 録のために連れてこられた人々が,彼 らの証言にしたがって,彼 らを連れて

きた者に農民として引き渡される場合,彼 らが農民として引 き渡される者は,証 言に署名する

ようにこれらの人々に命じるべ きである.

〈第21条 〉世襲地領主と知行地領主が調査 もせずに,や ってきた人々を登録のために連れてき

て,他 人の人々が農民の中にいた場合,彼 らは審理と捜査の上で,住 民台帳にしたがって,妻

子,財 産とともに原告に引き渡されるべ きである.ま た,調 査せずに他人の農民や水呑み百姓

を受け入れた者から,国 租および世襲地 ・知行地収入の代償 として,農 民一人につ き一年10

ルーブリを生活していた年の分だけ徴収すべ きである.こ れは調査 しないで,他 人のものを受

けれることがないようにするためである.

〈第22条 〉農民の子供が自分の父親,母 親を否認 した場合,こ の者を拷問にかけるべきである.

〈第23条 〉全ての官等の人々が逃亡した他人の農民,水 呑み百姓を自分のもとに定着させよう

と願 って,債 務や多年に渡る貸付証書 を提供 し,こ の農民と水呑み百姓が審理と捜査の上で誰

かに引 き渡され,彼 らがこれらの人々の貸付証書 と債務について嘆願 した場合,こ うした貸付

証書 と債務が記載されている者の嘆願は拒否 されるべ きであ り,こ の貸付債務 と金銭的拘束に

ついては審理をすべきではなく,債 務証書,貸 付証書を信 じるべきではなく,彼 らのもとにあ

る証書 と債務は官庁におかれるべ きであ り,そ れを書類に記載 し,逃 亡農民と水呑み百姓は全

ての貸付金 とともに元の世襲地領主,知 行地領主に引 き渡されるべ きである.逃 亡農民 と水呑

み百姓を引 き渡 した者は,こ の貸付金については権利を持つべ きではない.す なわち,他 人の

農民や水呑み百姓を受け入れて,彼 らに貸付金を提供 してはならない.

〈第24条〉世襲地領主と知行地領主の農民の兄弟,子 供,甥 が住民台帳では父親および親族 と

ともに一つの世帯として記載されてお り,人 口調査の後に分離 して,別 の世帯として生活する

ようになった場合,こ の世帯を隠匿世帯とするべ きではなく,別 の世帯 と呼ぶべ きでもなく,
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知行地庁に登録すべ きでもない.彼 らは住民台帳では父親および親族とともに一つの世帯とし

て記載されているからである.本157年9月1日 以降,隠 匿世帯について君主に嘆願すべ きで

はな く,知 行地庁はいかなる嘆願も受け付けるべ きではない.154年 と155年 に,君 主の布告に

したがって,大 膳官 とモスクワ士族が全ての世襲地領主と知行地領主の もとにいる農民と水呑

み百姓を人口調査 しているからである.彼 らが真実を記載していない場合には,再 度人口調査

するために彼 らに代わって誰かを派遣すべ きであり,偽 りの記載の科で,人 口調査官は厳罰に

処せ られる.

<第25条 》全ての官等の人々が逃亡農民 と彼 らの財産の件で誰かを告訴 し,告 訴状には,こ の

農民の財産が50ル ーブリ以上であると記載されているか,あ るいは自分の逃亡農民の件で誰か

を告訴するにあたって,告 訴嘆願状には,ど れほどの財産であるのか,ど れほどの価値がある

のか記載 されてお らず,被 告が自分のもとにはこの農民はいないと申し述べた場合,十 字架宣

誓が実施され,農 民一人につき4ル ーブリ,価 値の分からない財産1につ き5ル ーブリとし,

それ以上の財産については裁判で裁定すべ きである.

【評注】(1)　　　　　　)　　　　　　

<第26条 》被告が自分の もとに農民のいることを隠していないが,財 産については,こ の農民

は財産を持たずにやってきたと申し述べ,一 方,原 告は自分の農民は被告のもとに財産をもっ

てやってきたと指摘 しているが,こ の農民の財産がどれほどのものであるのか,農 民の財産が

どれほどの価値を持っているのか告訴嘆願状に記載されていない場合,十 字架宣誓が実施され,

価値の分からない財産につき5ル ーブリとし,農 民は被告のもとから奪われて,原 告に引き渡

されるべ きである.

〈第27条〉誰かが法廷で,誰 の農民 も隠していないと宣誓証言 し,こ の後,彼 が宣誓証言 した

農民が彼のもとにいた場合,こ の農民は彼のもとから奪われて,告 訴嘆願状にしたがって,全

ての財産ともに原告に引き渡されるべ きである.こ の者は,真 実ではないことを十字架宣誓し

た科で,厳 罰に処せ られるべきであり,こ の者がいかなる科で厳罰に処せ られているのか,こ

の件 について多 くの人々が知るために,こ の者を商業広場での3日 間の鞭刑に処すべ きである.

そ して,商 業広場での3日 間の鞭刑に処 した後に,一 年間投獄 し,以 後,こ の者の申し立てる

ことを信 じるべ きではなく,こ の者のいかなる件に対する,ま た誰に対する告訴 も裁判で取 り

上げるべきではない.

〈第28条〉被告が農民の件を法廷で隠すことなく,こ の農民は被告のもとから奪われて,原 告

に引き渡される場合,こ の農民は,そ の子供が住民台帳に記載 されていなくても,子 供達が自

分の両親とともに生活 していれば,妻 子 とともに原告に引き渡されるべ きである.

<第29条 》被告が法廷で逃亡農民と彼 らの財産を隠しているとされ,十 字架宣誓をした後に,

この者が自分のもとにこの農民がいると申し述べ,原 告に彼 らを引 き渡すこととしたが,農 民

の財産については以前のように隠していた場合,こ の者の農民の財産について損害賠償させ,

十字架宣誓なく原告に引 き渡すべきである.と いうのは,こ の者は法廷では人 も財産 も隠 して

いるとされ,そ の後農民は引き渡したが,彼 らの財産については自分の ものにしようとしたか

らである.

<第30条 》農民 と水呑み百姓が知行地領主 と世襲地領主のものとして,彼 らの知行地や世襲地

に別々に生活していると課税台帳,土 地分離 目録書,土 地譲渡目録書,書 き込み書に記載され

ている場合,こ の知行地領主や世襲地領主は,自 分の農民を自分の知行地から自分の世襲地に
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移 し,そ のことによって自分の知行地を荒すべきではない.

<第31条 》知行地領主や世襲地領主が自分の農民を自分の知行地から自分の世襲地に移す処分

をし,そ の後,こ の知行地が別の知行地領主に渡 り,こ の新 しい知行地領主が,知 行地から別

の土地に移された農民について,こ の農民は世襲地からもとの知行地に移されるべ きであると

君主に嘆願した場合,こ の新 しい知行地領主によって,こ の農民は全ての財産,取 り入れ られ

ていない穀物,粉 にされた穀物とともに,世 襲地か ら知行地に引き渡されるべ きである.

〈第32条〉農民と水呑み百姓が誰かのもとで,雇 用労働者 として雇われる場合,全 ての官等の

人々のもとのこの農民の水呑み百姓は,証 書があるにせ よ,な いにせよ,自 由に,雇 用労働者

として雇われるべきである.彼 らを雇用労働者 として雇った者は,彼 らか ら期間奴隷証書1や

貸付証書,隷 属証書2を取った り,何 によっても自分に緊縛 したりすべ きではなく,雇 用され

た者が仕事を終えたときには,遅 滞なく彼 らを解放すべ きである.

【評注】(1))K剛aH3a皿 　　

(2)　　　　　　　　　　　　　　

〈第33条〉奴隷や農民が全ての官等の知行地領主や世襲地領主のもとか ら,国 境の町から国外

に逃亡し,国 外で生活した後に,帰 国してきて,古 い知行地領主や世襲地領主の もとで生活す

ることを願わず,解 放 ・自由を求めた場合,こ の逃亡奴隷と農民は,か れらが逃亡 してきた古

い知行地領主 と世襲地領主に引き渡されるべきであ り,彼 らに解放 ・自由を与えるべ きでない.

<第34条 》国境の町の世襲地領主や知行地領主のもとから,彼 らの奴隷や農民が国境を越えて

ドイツ方面やリトヴァ方面に逃亡し,国 外において,様 々な知行地領主の逃亡女性 ・娘 と結婚

し,そ の後,自 分の古い知行地領主,世 襲地領主の もとに帰国し,古 い知行地領主が,娘 や女

性の件で,こ の女性農民は逃亡農民についてきたのであると君主に嘆願 し,一 方,被 告は,こ

の農民は国外逃亡中に,逃 亡 してきた娘や女性 と結婚 したと申し述べた場合,審 理 と捜査の上

で,こ の逃亡奴隷 と農民を誰に引き渡すかはくじ引 きで決定すべきであ り,く じ引 きに負けた

者には,娘,女 性,男 性につき5ル ーブリの補償金を与えるべ きである.こ れは,彼 ら二人が

国外に逃亡 していたためである.

第12章 総主教の官庁1と屋敷の全ての人々と農民の裁判について

全3条

【評注】(1)ロシア正教会の長である総主教が統括する最高権力機関が,総 主教院(　　　　　　　　　　

耶op)で あ り,こ れは世俗の中央機関と同様に,院 庁,補 任庁,大 蔵庁,裁 判庁といった官

庁 を持っていた.

〈第1条 〉総主教の世襲地のなかで生活している総主教の官庁と屋敷の全ての人々,大 貴族の

息子達,農 民,全 ての官等の人々に対 しては,全 ての件 において,総 主教院で裁判は期限を限

らずになされるべきである.全 ルーシの偉大なる君主にしてッァーリ故 ミハイール ・フヨード

ロヴィチ大公の治世においては,彼 らに対 しては,い かなる官庁でも裁判がなされず,総 主教

院で裁判がなされ,総 主教が裁判事件を審理 し,指 示を与えているからである.

<第2条 》総主教の官庁の役人が何 らかの件で,賄 賂や友好的な態度によって,あ るいは非友

好的な態度によって,無 実の者を非難 したり,罪 ある者を弁明 した りして,無 実の科で非難さ

れた者が,総 主教の官庁の役人について君主に嘆願 した場合,こ の嘆願にしたがって,争 論と

なっている事件を総主教の官庁から君主及び全ての大貴族の もとに移すべ きである.総 主教の
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判事が無実の者を非難 していることが立証された場合,こ の総主教の判事は誤審の科で,君 主

の判事について指示されているのと同様の処分を受けるべきである.

〈第3条 〉総主教の官庁と屋敷の全人々,大 貴族の息子達,総 主教の農民が何 らかの人々をあ

る官庁に告訴 し,被 告が原告をこの官庁に逆に告訴 した場合,彼 らに対する裁判はこの官庁で

なされるべきである.

第13章 修道院庁について

全7条

く第1条 》府主教,大 主教,主 教,彼 らの官庁 と屋敷の人々,大 貴族の息子達,彼 らの農民,

修道院,大 修道院長,修 道院長,建 築担当修道士1,経 営担当修道士2,財 務担当修道士3,修

道院の下僕,農 民,司 祭,教 会下級聖職者に対する裁判は,全 ての事件において,本 君主の法

典以前は,大 宮廷庁でなされてきた.

今 日,君 主にしてツァーリである全ルーシの大公アレクセーイ ・ミハイローヴィチは大膳官,

調膳官,モ スクワ士族,地 方都市士族,大 貴族の息子達,ゴ ースチ,ゴ スチンナヤ ・ソー トニ

ヤ,ス コンナヤ ・ソー トニヤその他様々なソー トニヤ,ス ロボダー,都 市商業 ・ポサート民の

嘆願をふまえて,修 道院庁が独自の官庁として存在すべ きこと,府 主教,大 主教,主 教,彼 ら

の官庁と屋敷の人々,大 貴族の息子達,彼 らの農民,修 道院,大 修道院長,修 道院長,建 築担

当修道士,経 営担当修道士,財 務担当修道士,修 道院の下僕,農 民,司 祭,教 会下級聖職者に

対する裁判は,全 ての告訴事件において,修 道院庁でなされるべ きことを指示 した.

【評注】(1)　　　　　　　　

(2)　　　　　　

(3)　　　　　　　　

<第2条 》府主教,大 主教,主 教の官庁と屋敷の人々,大 貴族の息子達,農 民,修 道院,大 修

道院長,修 道院長,建 築担当修道士,経 営担当修道士,財 務担当修道士,修 道士,修 道院の下

僕,農 民が全ての官等の人々を官庁に告訴 し,被 告が申し開きの後に,原 告を同じ案件で告訴

することを嘆願 した場合,府 主教,大 主教,主 教の官庁 と屋敷の人々,大 貴族の息子達,農 民,

修道院,大 修道院長,修 道院長,修 道士,修 道院の下僕,農 民に対する裁判は,被 告の嘆願に

したがって,こ の官庁でなされるべ きである.

〈第3条 〉総主教,府 主教,大 主教,主 教,修 道院,大 貴族,宮 内官,参 議官,全 ての官等の

モスクワの人々,役 人,農 民が地方都市において聖職者の土地,大 貴族の世襲地,知 行地で生

活 している場合,都 市の全ての官等の人々から告訴 された総主教,府 主教,大 主教,主 教,修

道院,大 貴族,宮 内官,参 議官,全 ての官等のモスクワの人々,役 人,農 民に対する裁判,お

よび,総 主教,府 主教,大 主教,主 教,修 道院,大 貴族,宮 内官,参 議官,全 ての官等のモス

クワの人々,役 人,農 民から告訴された地方都市の全ての官等の人々に対する裁判は,地 方都

市 においては20ル ーブリまでの裁判 とすべきであ り,20ル ーブリを越える事件,世 襲地と知行

地に関する事件,ホ ロープに関する事件についての裁判は,地 方都市ではなされるべきではな

い.た だし,君 主の布告によって書記官が地方長官とともに存在 している地方都市,カ ザーン

帝室庁管轄のヴォールガ下流地方都市は例外である.

<第4条 》聖職者官等の人々,修 道院が勤務員を告訴 し,彼 らの嘆願状には大修道院長,修 道

院長,経 営担当修道士,財 務担当修道士,修 道士,司 祭,補 祭の名前が記載されており,殴 ら
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れた,名 誉毀損を受けた,略 奪された,侮 辱 されたとい う場合,聖 職者官等の嘆願による告訴

では,聖 使徒の言い伝えと聖父の規則にしたがって,く じ引 きが行われるべ きであり,十 字架

宣誓は行われるべきではない.

<第5条 》嘆願状に高位聖職者,修 道士,司 祭,補 祭の名前が記載されているが,侮 辱が彼ら

の世襲地,彼 らの下僕,彼 らの農民にくわえられた場合,ど のような事件であれ,こ の告訴で

は くじ引 きは行われるべ きではなく,下 僕と農民に十字架宣誓を行わせるべ きである.

〈第6条 〉世俗の人々の原告や被告が,聖 職者が告訴のなかで,宣 誓やくじ引きの代わ りに総

主教,府 主教,大 主教,主 教によって尋問されることを嘆願 した場合,そ れによって裁判 を終

了すべきであり,世 俗の人々の原告や被告は,く じ引きによるか,高 位の聖職者の尋問による

か選択するのは各自の欲するところによって,自 由であるが,世 俗の人々は聖職者の陳述書に

署名すべきであり,そ れによって事件は終了させるべ きである.

〈第7条 〉耕作する人々に対する裁判の期限は,士 族と大貴族の息子達に対する裁判の期限 と

同様のものが与えられるべ きである.と いうのは,強 盗,窃 盗,現 行犯罪,殺 人以外の全ての

事件では,士 族と大貴族の息子達が自分達の農民の代わりに原告となったり,被 告 となった り

するからである.
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